
課題①拠点の求心力の低下、人口の減少及び施設撤退の懸念

課題②市街地における空き家・空き地の増加、更新されていない市街地

課題③既存集落における人口減少・高齢化の進行、集落のコミュニティの衰退

課題④自動車に依存し公共交通の利用が少ない、徒歩・自転車の移動が少ない

課題⑤公共施設の維持管理、更新費用の負担増大

●作成年度：【都市機能誘導区域】平成29年度 【居住誘導区域】平成30年度

●基礎データ

西予市立地適正化計画（素案） 概要（１／２）

市全域 都市計画区域内 用途地域内 白地地域内

人口（H27） 38,919人 約23,290人 約13,450人 約9,840人

面 積 51,434ha 7,076ha 443.5ha 6632.5ha

人口密度 0.8人/ha 3.4人/ha 30.3人/ha 1.5人/ha

立地適正化計画の検討の進め方

②都市の現況と課題、立地適正化計画
に基づき解決を図るべき課題の抽出

⑦誘導施設の検討

⑧誘導施策の検討

市都市計画審議会の意見聴取

“あるけるコミュニティ”で拠点の魅力が高まり 地域がつながるまちづくり

目標
○都市機能誘導区域における空き店舗・空き家マッチング件数 ○宇和中心拠点地区に
おける誘導施設の利用者数 ○居住誘導区域の人口 ○西予市の公共交通利用者

等を検討中

効果
○拠点周辺における利便性の向上、公共交通の利用と連携した市全体での利便性の維持
○人口密度の維持・人口の定着による活性化、市街地と集落の共存 等

①上位関連計画の整理
本計画の位置づけ

③立地適正化の方針(ﾀｰｹﾞｯﾄ)の検討

④目指すべき都市の骨格構造の検討

⑤課題解決のための
施策・誘導方針(ｽﾄｰﾘｰ)の検討

⑥誘導区域等の検討

⑨目標値の検討

⑩施策の達成状況に関する
評価方法の検討

立地適正化計画素案の作成

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ･公聴会･ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等
による市民意見の聴取

方針１．持続可能で求心力の
ある拠点の形成

方針２．ライフスタイルに応じ
た住み替えの促進と居住の誘導
による市街地と集落の共存

方針３．都市機能を結ぶ公共交
通ネットワークの構築と“ある
けるコミュニティ”の形成

・拠点への商業・業務、医療・福祉
など様々な都市機能の誘導

・空き店舗を活用した交流施設等
の整備促進

・既存観光施設の機能強化

・公共施設の長寿命化、集約 等

・空き家・空き地等の活用、リノベー
ションの促進

・医療・福祉施設の誘導、高齢者の
まちなか移住促進

・安全な住環境の確保、災害対策

・子育て世代の移住促進 等

・公共交通網の見直し、運行体系
の見直し

・公共交通の利用促進に向けた取
組、モビリティマネジメントの検討

・拠点の形成と連携した歩いて暮ら
せる都市空間の形成 等
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西予市立地適正化計画（素案） 概要（２／２）

立地適正化計画の検討の進め方

②都市の現況と課題、立地適正化計画
に基づき解決を図るべき課題の抽出

⑦誘導施設の検討

⑧誘導施策の検討

市都市計画審議会の意見聴取

①上位関連計画の整理
本計画の位置づけ

③立地適正化の方針(ﾀｰｹﾞｯﾄ)の検討

⑤課題解決のための
施策・誘導方針(ｽﾄｰﾘｰ)の検討

⑥誘導区域等の検討

⑨目標値の検討

⑩施策の達成状況に関する
評価方法の検討

立地適正化計画素案の作成

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ･公聴会･ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等
による市民意見の聴取

目指すべき
都市の

骨格構造

JR卯之町駅及び市役所周辺を「宇和中心拠点」、市立西予市民病院が立地し近年人口が微増傾向にある宇和地区市街地の北部を「新市街地拠
点」、野村支所周辺を「野村生活拠点」、三瓶支所周辺を「三瓶生活拠点」と位置付け、拠点の構築とネットワークの形成を図る。

④目指すべき都市の骨格構造の検討

誘導区域の面積比

都市機能誘導区域 用途地域の32.4％

居住誘導区域(案) 用途地域の88.4％

都市機能誘導区域
（宇和中心拠点地区）

市全体の中心
【誘導施設】
行政施設、図書館、交流センター、
病院、通所型高齢者福祉施設、地
域包括支援センター、商業施設、
認定こども園、保育所、銀行

都市機能誘導区域
（宇和新市街地拠点地区）

病院の近接性を活かした新
市街地の中心
【誘導施設】
病院、通所型高齢者福祉施設、商
業施設、認定こども園、保育所

都市機能誘導区域
（三瓶生活拠点地区）

三瓶地域の中心
【誘導施設】
診療所、通所型高齢者福祉施
設、商業施設、認定こども園、
図書館、銀行

都市機能誘導区域
（野村生活拠点地区）

野村・城川地域の中心
【誘導施設】
診療所、通所型高齢者福祉施
設、地域包括支援センター、
商業施設、認定こども園、図
書館、銀行

宇和中心拠点

三瓶生活拠点

宇和新市街地拠点

野村生活拠点
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上位計画（都市マス）の
将来像・まちづくりの目標

立地適正化計画に基づき
解決を図るべき課題

豊かな風土を育むまち ～いつもずっと ちょうどいい 西予のくらし～
（仮）将来像

あしもとの価値をつむぐ
（自然・文化のまちづくり）

くらしの質を高める
（安全・安心のまちづくり）

あるけるコミュニティの形成
（拠点が連携するまちづくり）

市民のチャレンジをうながす
（市民が主役のまちづくり）

①拠点の求心力の低下、人口の減少
及び施設撤退の懸念

都市機能や各施設の充実により拠点と
しての求心力を高めるとともに、人口密
度の維持を図ることが必要

②市街地における空き家・空き地の
増加、更新されていない市街地
市街地における空き家・空き地をストッ
クと捉えて、居住や都市機能の受け皿
として、利活用を図っていくことが必要

③既存集落における人口減少・高齢化
の進行、集落のコミュニティの衰退

既存集落についても必要な生活サービ
ス機能の維持に努めるとともに、各拠点
と連携しながら、地域の生活を支える生
活サービスの確保を図ることが必要

④自動車に依存し公共交通の利用が少
ない、徒歩・自転車の移動が少ない

自動車に依存しないまちづくりが必要、
拠点とのネットワーク強化により生活利
便性を向上することが必要

⑤公共施設の維持管理、更新費用の
負担増大

公共施設の効率的な更新と戦略的な集
約を図ることが必要

対応すべきこと

・拠点の魅力向上

・拠点周辺における人口の確保

・拠点周辺における都市機能・生
活利便施設の確保

・市街地の空き家・空き地の利活
用、適切な更新

・市街地への居住の促進

・市街地の防災・減災対策

・集落における生活サービス機能
の維持・確保

・集落と拠点の連携強化

・集落への若者定住・市街地との
共存

※一部は立適の対象外／小さな拠点で実現

・公共交通ネットワークの充実、利
用促進

・歩いて暮らせる住環境の整備、
利便性の向上

・公共施設の適切な維持管理

・不必要な公共施設の集約

立地適正化の方針

●持続可能で求心力のある拠点の形成

●ライフスタイルに応じた住み替えの促進と
居住の誘導による市街地と集落の共存

●都市機能を結ぶ公共交通ネットワークの
構築と“あるけるコミュニティ”の形成

誘導方針・施策
（ストーリー）

・都市拠点における都市機能の強化により、拠点
の求心力を高める。

・拠点周辺においては、空き家・空き店舗を活用し
た店舗等を誘導するとともに、これらの店舗の開
業支援等により若者定住につなげる。

・交流施設の誘導や既存観光施設の機能強化によ
り、観光・交流の促進につなげる。

・市域に点在する公共施設について、可能なものか
ら拠点へ誘導する。

・公共交通施策と連携し、都市機能と居住の誘導
による持続可能な「集約型都市構造」を目指す。

・中心拠点及び地域拠点へ
の商業・業務、医療・福祉、
教育、文化など様々な都市
機能の誘導

・空き店舗を活用した交流施
設等の整備促進

・既存観光施設の機能強化

・公共施設の長寿命化、集約
の推進

・空き家・空き地等の活用に
よる幅広い居住地選択の
支援、リノベーションの促進

・医療・福祉施設の誘導、高
齢者のまちなか移住促進

・子育て世代の移住促進

・公共交通網の見直し、運行
体系の見直し

・公共交通の利用促進に向
けた取組、モビリティマネジ
メントの検討

・拠点の形成と連携した歩い
て暮らせる都市空間の形成

・郊外や集落の高齢者が都市拠点周辺に居住でき
るよう、居住を誘導する（空き家・空き地の活用）。

・郊外や集落においては、市街地から若い世代の
居住を促進する。

・都市拠点周辺において、空き家・空き地を活用し
ながら、子育て世代等の居住を誘導する。

・多様な居住地と拠点を結ぶ公共交通ネットワーク
を構築する。公共交通の利便性を高め、誰もが利
用しやすい環境や仕組みをつくる。

・拠点周辺や公共交通機関の周辺を中心に、歩い
て暮らせる“あるけるコミュニティ”の形成を図る。

・都市機能が集約する拠点周辺においては、快適
に歩いて暮らせる施設・環境（ﾌｯﾄﾊﾟｽ）を整備する。

踏まえる

など

など

など

まちづくりの方針（ターゲット）将来像

“あ
る
け
る
コ
ミ
ュ
テ
ィ
”で
拠
点
の
魅
力
が
高
ま
り

地
域
が
つ
な
が
る
ま
ち
づ
く
り

（仮）目標

立地適正化の方針 検討にあたって

※都市マスは現在改定作業中
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都市機能誘導区域について （１）誘導区域

宇和中⼼拠点地区

宇和新市街地拠点
地区 野村⽣活拠点地区

三瓶⽣活拠点地区



都市機能誘導区域 誘導の方針 誘導施設

宇和中心拠点地区

市役所及びJR卯之町駅周辺は、本市の中心拠
点として、既存の生活サービス施設（行政施設、
医療施設、福祉施設、子育て支援施設、商業施
設、教育文化施設、金融施設）の維持、機能増進
を図ります。

●行政施設
●図書館（H30年移転改築予定）
★地域交流センター（H30年整備予定）
★病院 ★通所型高齢者福祉施設
●地域包括支援センター（西予市地域包括支援センター支所）
●商業施設（店舗面積1,000㎡以上）
★認定こども園（H29年整備予定） ●保育所
●銀行

宇和新市街地地区

西予市民病院周辺の宇和新市街地拠点は、病
院の近接性を生かし子育て世代や高齢者の居住
誘導を促進するための生活サービス施設（医療
施設、高齢者福祉施設、子育て支援施設、商業
施設）の維持、機能増進を図ります。

●病院 ●通所型高齢者福祉施設
●商業施設（店舗面積1,000㎡以上）
★認定こども園 ★保育所

野村生活拠点地区

野村支所周辺の野村生活拠点地区は、野村・
城川地域の生活拠点として既存の生活サービス
施設（医療施設、福祉施設、子育て支援施設、商
業施設、教育文化施設、金融施設）の維持、機能
増進を図ります。

●診療所 ●通所型高齢者福祉施設
●地域包括支援センター（西予市地域包括支援センター本部）
●商業施設（店舗面積1,000㎡以上）
★認定こども園
●図書館
●銀行

三瓶生活拠点地区

三瓶支所周辺の三瓶生活拠点地区は、三瓶地
域の生活拠点として、既存の生活サービス施設
（医療施設、福祉施設、子育て支援施設、商業施
設、教育文化施設、金融施設）の維持、機能増進
を図ります。

●診療所 ●通所型高齢者福祉施設
★商業施設（店舗面積1,000㎡以上）
★認定こども園
●図書館
●銀行
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都市機能誘導区域について （２）誘導施設

●：都市機能誘導区域（案）内に立地しており、かつ誘導施設として位置づける機能（機能増進）
★：都市機能誘導区域内に立地しておらず、今後立地を誘導する機能



6

都市機能誘導区域について （３）届出制度

ただし、次に掲げる行為については、届出は不要となります。
①仮設のものの建築の用に供する目的で行う開発行為
②非常災害のため必要な応急措置として行う行為
③都市計画事業の施行として行う行為等
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居住誘導区域について （１）誘導区域
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居住誘導区域について （２）届出制度

ただし、次に掲げる行為については、届出は不要となります。
①軽易な行為や仮設住宅等の開発行為等
②非常災害のため必要な応急措置として行う行為
③都市計画事業の施行として行う行為等
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計画の推進方策（誘導施策）について

１．持続可能で求心力のある拠点の形成に向けて（都市機能の誘導に関する施策）

（１）国等が行う施策（税制上の特例措置や金融支援）、国等の支援を受けて市が実施・支援する施策

・都市機能誘導区域への誘導施設の立地を促進するため、所得税や法人税、固定資産税等に関する税制上の特例措置等が設けられています。

・都市機能誘導区域内において、公共施設の整備改善を伴う誘導移設の整備、誘導施設の整備と合わせた歩行空間の整備など、国の支援を受
けて市が実施する施策、市が民間事業者に支援する施策を、個別に検討します。

（２）市が行う施策

①拠点の魅力向上

・宇和中心拠点の魅力向上に向けて、「卯之町『はちのじ』まちづくり整備事業」を推進します。野村・三瓶生活拠点、新市街地拠点では、既存の
生活サービス施設の維持・更新に努めます。

・宇和中心拠点、野村・三瓶生活拠点の商店街では、空き家・空き店舗を活用して起業・開業する人（空き店舗を活用したカフェ等）を支援します。

②市有財産の最適化や有効活用

・既存ストックの有効活用と都市機能の拡散防止を基本に、コンパクトな都市を実現するため、市有財産の最適化や有効活用に取り組みます。

２．ライフスタイルに応じた住み替えの促進と居住の誘導による市街地と集落の共存に向けて（居住の誘導に関する施策）

①快適で暮らしやすい居住環境の形成

・来年度に設定を行う居住誘導区域では、優先順位を見極めながら道路・橋梁や上下水道など都市基盤の計画的な整備・維持管理に努めます。

②空き家・空き地の有効活用

・空き家・空き地をストックとして活用し、利便性を求める若い世代や子育て世代をはじめとした居住の誘導に努めます。

・市民による空き家の活用促進に向けて、「(仮)リノベーションスクール」等の開催を検討します。

③安全・安心な居住環境の形成

・拠点周辺の住宅密集地における区画道路の整備や建築物の耐震・耐火構造火の促進、三瓶地区における津波対策等に取り組みます。

３．都市機能を結ぶ公共交通ネットワークの構築と“あるけるコミュニティ”の形成にむけて

①公共交通の充実

・公共交通の改善・利便性の向上に努めるとともに、公共交通を地域・利用者・市民で支える意識を醸成し、公共交通の利用を促進します。

②歩けるコミュニティの形成

・地域住民のコミュニティを醸成しながら、拠点周辺等において、フットパス整備などの歩きやすい環境づくりを進めます。


